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「民間の講習団体の活用の検討等」

＜質問＞
１．2022年に国の小型無人機の「操縦ライセンス」が
始まった場合、「回転翼3級」を過去、もしくは今後取得した人は無条
件で「操縦ライセンス」を受けとることができると考えて良いのか？

２．民間の講習団体の活用の検討等、という語句があるが2022年の制
度導入に対して、ＤＰＡの講習団体であることはどのような意味を持
つのか？


